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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第１１節節 保保健健・・福福祉祉のの総総合合相相談談

保健・福祉サービスを必要とする方に適切なサービスを提供するためには、その方の健康状態や身体状況、生活

の状態等を総合的な視点からとらえ、その方の意思を尊重しながら、各種のサービスを必要に応じて組み合わせて

いくきめ細かな対応が必要です。

すべての市民が、必要なときに適切な保健・福祉サービスを、地域に暮らしながら利用できるように、保健福祉セ

ンターを拠点として、各区単位のサービスを提供しています。

１ 保健福祉センター

（１）高齢障害支援課

高齢者・障害者等の各種の相談を受け、必要に応じた援助や施設入所等の事務を行っています。

○高齢支援班・・・・・・高齢福祉に係る各種相談を受け、必要に応じた援助や指導を行うほか、

民生委員・児童委員に関することを担当します。

○障害支援班・・・・・・身体・知的障害者（児）（精神については健康課）の相談を受け、必要に応

じた援助や指導を行います。

○介護保険室・・・・・・介護保険制度に関する相談や要介護認定等の申請を受け、必要に応じてサー

ビスの利用に向けた助言や指導を行います。

（２）こども家庭課

児童及び家庭に関する相談や子育て支援（ひとり親家庭支援含む）に関する各種手当・医療費助成の申請、

保育所・子どもルームの利用に関する手続きを行います。

（３）社会援護課（中央区・若葉区は社会援護第一課、社会援護第二課）

生活に困っている方に対して相談及び助言を行うとともに、生活保護による各種の援助及び自立のための支

援を行っています。

○社会給付班・・・生活保護費や住居確保給付金、戦没者遺族等の給付等に関することを行います。

○保護班・・・・・生活保護や中国残留邦人等に関する相談を受け、必要に応じた援助、指導等を行います。

（４）健康課

健康・精神保健・難病に関する相談や各種申請等の受け付けをしています。

○すこやか親子班・・・・・乳幼児の健康診査・育児支援等に関することを行います。

○健康づくり班・・・・・・健康教育・健康相談・介護予防等に関することを行います。

○こころと難病の相談班・・精神保健福祉相談・難病相談等に関することを行います。
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

○各保健福祉センター連絡先等一覧

所在地
中央 花見川 稲毛 若葉 緑 美浜

中央区中央 花見川区瑞穂 稲毛区穴川 若葉区貝塚 緑区鎌取町 美浜区真砂

高齢障害

支援課

高齢支援班

☎

障害支援第一班

☎

障害支援第二班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


こども

家庭課

☎

℻


☎

℻


☎

℻


☎

℻


☎

℻


☎

℻


社会

援護課

第一課社会給付班

☎

第一課保護第一班

☎

第一課保護第二班

☎

第一課保護第三班

☎

第一課保護第四班

☎

℻


第二課保護第一班

☎

第二課保護第二班

☎

第二課保護第三班

☎

第二課保護第四班

☎

第二課保護第五班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

保護第三班

☎

保護第四班

☎

保護第五班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

保護第三班

☎

保護第四班

☎

保護第五班

☎

℻


第一課社会給付班

☎

第一課保護第一班

☎

第一課保護第二班

☎

第一課保護第三班

☎

第一課保護第四班

☎

℻


第二課保護第一班

☎

第二課保護第二班

☎

第二課保護第三班

☎

第二課保護第四班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

保護第三班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

℻


健康課

すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻

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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

２ 福祉まるごとサポートセンター

分野・年齢・相談内容を問わず、福祉に関する様々な困りごとをまるごと受け止め、必要に応じて専門機関と連携し

ながら、困りごとの解決に向けたサポートをします。

また、区役所や関係支援機関等の分野横断的なご相談についても、各専門機関とのコーディネート（調整）を行います。

○開所時間 月～土曜日 ～ （祝・休日、年末年始を除く）

○所在地 中央区問屋町 千葉ポートサイドタワー 階 ☎： ：

：

３ 保健所

保健所は、公衆衛生の向上を図るため、広域的・専門的・技術的に全市的な対応が必要とされる感染症対策等

の対人保健サービス、食品衛生、環境衛生、医務・薬務等における監視及び指導等の対物保健サービスを実施す

る総合拠点として、設置されています。

○所在地：中央区問屋町 千葉ポートサイドタワー ・ 階（令和 年秋まで）

美浜区幸町 （令和 年秋以降）

保健所総務課 感染症対策課 食品安全課 環境衛生課

総務班 ☎

医務班 ☎

薬務班 ☎

℻


情報管理班 ☎

結核班 ☎

普及啓発班 ☎

医療対策班 ☎

調査指導班 ☎

℻


食品指導班 ☎

食品監視班 ☎

食品調査班 ☎

管理栄養班 ☎

市場・食鳥監視室 ☎

℻


営業指導班 ☎

施設指導班 ☎

℻


４ 民生委員・児童委員

民生委員は、民生委員法に基づいて、市長の推薦により厚生労働大臣から委嘱されており、その職務は、社

会奉仕の精神をもって生活困窮者のほか高齢者、児童、障害者等で援護を必要とする方々の相談・援助にあた

るとともに、保健福祉センターや児童相談所等の関係行政機関に対して協力することとされています。なお、

民生委員は児童福祉法に定められた児童委員を兼ねています。

本市の定数は、令和 年 月 日現在で 人 うち主任児童委員 人 です。

［問い合わせ先 各保健福祉センター高齢障害支援課（ ）］

５ 夜間・休日の心のケア相談（電話・ＬＩＮＥ）

眠れない、やる気が出ない、家庭や仕事のイライラなどを気軽にご相談ください。臨床心理士、精神保健福

祉士等の専門相談員が相談に応じます。

○相談日時：月〜金曜日 〜 、土日・祝日 〜

☎

二次元コードを アプリで読み取り、「千葉市心のケアＳＮＳ相談」を

「友だち追加」してご利用ください。

６ 千葉市こころと命の相談室

仕事・育児・介護などで時間的に制約の多い世代の方が相談しやすいよう、自殺予防の相談窓口を平日の夜

間及び土日の日中に開設しています。 
職場や家庭の人間関係、生活の不安などについて、産業カウンセラー等の専門相談員が相談に応じます。 
○相談日時：毎週月・金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

月 回 土曜日 ～ 、月 回 日曜日 ～

○所在地：中央区新町 第８東ビル 号室

予約枠と当日相談枠を設けています。平日の ～ に下記にて予約を受け付けています。

☎ 
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○各保健福祉センター連絡先等一覧

所在地
中央 花見川 稲毛 若葉 緑 美浜

中央区中央 花見川区瑞穂 稲毛区穴川 若葉区貝塚 緑区鎌取町 美浜区真砂

高齢障害

支援課

高齢支援班

☎

障害支援第一班

☎

障害支援第二班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


高齢支援班

☎

障害支援班

☎

介護保険室

☎

℻


こども

家庭課

☎

℻


☎

℻


☎

℻


☎

℻


☎

℻


☎

℻


社会

援護課

第一課社会給付班

☎

第一課保護第一班

☎

第一課保護第二班

☎

第一課保護第三班

☎

第一課保護第四班

☎

℻


第二課保護第一班

☎

第二課保護第二班

☎

第二課保護第三班

☎

第二課保護第四班

☎

第二課保護第五班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

保護第三班

☎

保護第四班

☎

保護第五班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

保護第三班

☎

保護第四班

☎

保護第五班

☎

℻


第一課社会給付班

☎

第一課保護第一班

☎

第一課保護第二班

☎

第一課保護第三班

☎

第一課保護第四班

☎

℻


第二課保護第一班

☎

第二課保護第二班

☎

第二課保護第三班

☎

第二課保護第四班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

保護第三班

☎

℻


社会給付班

☎

保護第一班

☎

保護第二班

☎

℻


健康課

すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻


すこやか親子班

☎

健康づくり班

☎

こころと難病の相談班

☎

℻

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７ 千葉いのちの電話

一人で悩まず、こころの声をお聞かせください。電話や対面で相談を受け付けているほか、大切な人を自死

自殺 で亡くされた遺族の方々への心のケアを行っています。

○電話相談： 時間 日

☎（相談専用）

○対面相談（予約制）：月・火・木・土曜日 ※祝日を除く

☎（予約専用）

○ 相談：第２・３・４日曜日 ～

○インターネット相談： 時間 日

○自死遺族支援：月～金曜日

☎

８ 千葉市ひきこもり地域支援センター

ひきこもり状態にある方およびその家族等を対象に、社会参加や自立を促すための相談、支援を行います。

電話、来所による相談のほか、ご家庭等への訪問や同行も可能です。

○開所時間：月～金曜日 ～ 祝・休日、年末年始を除く

○所在地：美浜区高浜 こころの健康センター内

☎ ℻

９ 千葉市生活自立・仕事相談センター

様々な理由により生活に困りごとを抱えている地域住民に寄り添い、経済的・社会的自立に向けた支援を行

っています。

○相談日時 共通 ：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

○千葉市生活自立・仕事相談センター中央

所在地：中央区中央 きぼーる 階 中央保健福祉センター

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター花見川

所在地：花見川区瑞穂 花見川保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛

所在地：稲毛区穴川 稲毛保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター若葉

所在地：若葉区貝塚 若葉保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター緑

所在地：緑区鎌取町 緑保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター美浜

所在地：美浜区真砂 美浜保健福祉センター 階

☎ ℻ 
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子どもナビゲーター

子どもたちが夢と希望を持って成長していける「誰も置き去りにしない社会」を実現していくため、子ども

ナビゲーターを配置し、関係機関が連携しながら家庭環境等から基本的な生活習慣が身に付いていない子ども

とその家庭に寄り添い、生活習慣や生活環境の改善を直接働きかけるとともに、各種の支援につなげます。

○相談日時 共通 ：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

○中央保健福祉センター 所在地：中央区中央 きぼーる 階 ☎

○花見川保健福祉センター 所在地：花見川区瑞穂 花見川保健福祉センター 階 ☎

○稲毛保健福祉センター 所在地：稲毛区穴川 稲毛保健福祉センター 階 ☎

○若葉保健福祉センター 所在地：若葉区貝塚 若葉保健福祉センター 階 ☎

○緑保健福祉センター 所在地：緑区鎌取町 緑保健福祉センター 階 ☎

○美浜保健福祉センター 所在地：美浜区真砂 美浜保健福祉センター 階 ☎

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

７ 千葉いのちの電話

一人で悩まず、こころの声をお聞かせください。電話や対面で相談を受け付けているほか、大切な人を自死

自殺 で亡くされた遺族の方々への心のケアを行っています。

○電話相談： 時間 日

☎（相談専用）

○対面相談（予約制）：月・火・木・土曜日 ※祝日を除く

☎（予約専用）

○ 相談：第２・３・４日曜日 ～

○インターネット相談： 時間 日

○自死遺族支援：月～金曜日

☎

８ 千葉市ひきこもり地域支援センター

ひきこもり状態にある方およびその家族等を対象に、社会参加や自立を促すための相談、支援を行います。

電話、来所による相談のほか、ご家庭等への訪問や同行も可能です。

○開所時間：月～金曜日 ～ 祝・休日、年末年始を除く

○所在地：美浜区高浜 こころの健康センター内

☎ ℻

９ 千葉市生活自立・仕事相談センター

様々な理由により生活に困りごとを抱えている地域住民に寄り添い、経済的・社会的自立に向けた支援を行

っています。

○相談日時 共通 ：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

○千葉市生活自立・仕事相談センター中央

所在地：中央区中央 きぼーる 階 中央保健福祉センター

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター花見川

所在地：花見川区瑞穂 花見川保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛

所在地：稲毛区穴川 稲毛保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター若葉

所在地：若葉区貝塚 若葉保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター緑

所在地：緑区鎌取町 緑保健福祉センター 階

☎ ℻ 

○千葉市生活自立・仕事相談センター美浜

所在地：美浜区真砂 美浜保健福祉センター 階

☎ ℻ 
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第２２節節 高高齢齢者者のの相相談談

１ あんしんケアセンター（地域包括支援センター）

高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、介護・福祉・健康・医療に関する様々な相

談に応じるほか、権利擁護に関する相談業務等を行います。

なお、お住まいの地域により、担当するセンターが決まっています。詳しくは、各センターまでお問い合わ

せください。

○業務日時（共通）：月～土曜日 ～ （日曜日・祝日・年末年始を除く）

※緊急の場合は時間外でも電話に応じます。

あんしんケアセンター名 町丁名

弁 天：☎

℻
院内、春日、要町、汐見丘町、新千葉、椿森、道場北町、道場北、登戸、東千葉、

弁天、松波、祐光

中 央：☎

℻
旭町、亀井町、亀岡町、栄町、新宿、新田町、新町、神明町、千葉港、中央、

中央港、鶴沢町、出洲港、道場南、問屋町、東本町、富士見、本千葉町、本町、都町

千 葉 寺：☎

℻
青葉町、市場町、稲荷町、亥鼻、葛城、寒川町、末広、千葉寺町、長洲、港町、

矢作町

松 ケ 丘：☎

℻
白旗出張所：☎

℻

赤井町、今井町、今井、鵜の森町、大森町、川崎町、白旗、蘇我町、蘇我、

大巌寺町、川戸町、仁戸名町、花輪町、星久喜町、松ケ丘町、南町、宮崎、

宮崎町、若草

浜 野：☎

℻ 生実町、塩田町、新浜町、浜野町、南生実町、村田町

こてはし台：☎

℻
内山町、宇那谷町、柏井町、柏井４丁目、こてはし台、大日町、み春野、横戸町、

横戸台

花 見 川：☎

℻ 天戸町、柏井１丁目、作新台、長作町、長作台、花島町、花見川

さつきが丘：☎

℻ 犢橋町、さつきが丘、三角町、千種町、宮野木台２丁目～４丁目

にれの木台：☎

℻ 朝日ヶ丘１～３丁目・５丁目、西小中台、畑町、宮野木台１丁目

花 園：☎

℻ 朝日ヶ丘町、朝日ヶ丘４丁目、検見川町、浪花町、花園町、花園、南花園、瑞穂

幕 張：☎

℻ 武石町、幕張町、幕張本郷

山 王：☎

℻
宮野木出張所：☎

℻

柏台、小中台町、小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町、宮野木町

園 生：☎

℻ あやめ台、園生町

天 台：☎

℻ 作草部町、作草部、千草台、天台町、天台、萩台町

小 仲 台：☎

℻ 穴川町、穴川、小仲台、轟町、弥生町

稲 毛：☎

℻ 稲丘町、稲毛、稲毛台町、稲毛町、稲毛東、黒砂、黒砂台、緑町
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

あんしんケアセンター名 町丁名

みつわ 台：☎

℻ 愛生町、高品町、殿台町、原町、東寺山町、みつわ台、源町

都 賀：☎

℻ 都賀、都賀の台、西都賀、若松町、若松台

桜 木：☎

℻ 貝塚町、貝塚、加曽利町、桜木、桜木北

千 城 台：☎

℻

大井戸町、大草町、太田町、小倉町、小倉台、御成台、小間子町、金親町、

上泉町、御殿町、坂月町、更科町、下泉町、下田町、旦谷町、千城台北、

千城台西、千城台東、千城台南、富田町、谷当町

大 宮 台：☎

℻
五十土町、和泉町、大広町、大宮町、大宮台、川井町、北大宮台、北谷津町、

古泉町、佐和町、高根町、多部田町、中田町、中野町、野呂町

鎌 取：☎

℻

大金沢町、落井町、おゆみ野、おゆみ野有吉、おゆみ野中央、おゆみ野南、

鎌取町、刈田子町、小金沢町、椎名崎町、富岡町、中西町、東山科町、平山町、

古市場町、辺田町、茂呂町

誉 田：☎

℻ 大膳野町、高田町、平川町、誉田町

土 気：☎

℻
あすみが丘出張所：☎

℻

あすみが丘、あすみが丘東、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台、

越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町

真 砂：☎

℻ 中瀬１丁目、ひび野１丁目、真砂、若葉

磯 辺：☎

℻
浜田出張所：☎

℻

磯辺、打瀬、高浜５～６丁目、豊砂、中瀬２丁目、浜田、ひび野２丁目、幕張西、

美浜

高 洲：☎

℻ 稲毛海岸、高洲、高浜１～４丁目・７丁目

幸 町：☎

℻ 幸町、新港

２ ちば認知症相談コールセンター

認知症の方やご家族などが気軽に利用できるコールセンターです。介護の経験者が電話で相談に応じます。

○相談日：月・火・木・土曜日 ～

○面接相談日：金曜日（要予約）

○所在地：中央区千葉港 千葉県経営者会館 階

☎ プッシュ回線の固定電話 局番なし ℻

３ 認知症疾患医療センター

認知症の方やご家族などからの医療的な相談に応じます。

相談の内容に応じて、地域の医療機関などの紹介や、鑑別診断などを行います。

○相談日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く） ～ ※まずは電話でご相談ください。

○所在地：中央区亥鼻 千葉大学医学部附属病院内

☎ 、 ℻

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第２２節節 高高齢齢者者のの相相談談

１ あんしんケアセンター（地域包括支援センター）

高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、介護・福祉・健康・医療に関する様々な相

談に応じるほか、権利擁護に関する相談業務等を行います。

なお、お住まいの地域により、担当するセンターが決まっています。詳しくは、各センターまでお問い合わ

せください。

○業務日時（共通）：月～土曜日 ～ （日曜日・祝日・年末年始を除く）

※緊急の場合は時間外でも電話に応じます。

あんしんケアセンター名 町丁名

弁 天：☎

℻
院内、春日、要町、汐見丘町、新千葉、椿森、道場北町、道場北、登戸、東千葉、

弁天、松波、祐光

中 央：☎

℻
旭町、亀井町、亀岡町、栄町、新宿、新田町、新町、神明町、千葉港、中央、

中央港、鶴沢町、出洲港、道場南、問屋町、東本町、富士見、本千葉町、本町、都町

千 葉 寺：☎

℻
青葉町、市場町、稲荷町、亥鼻、葛城、寒川町、末広、千葉寺町、長洲、港町、

矢作町

松 ケ 丘：☎

℻
白旗出張所：☎

℻

赤井町、今井町、今井、鵜の森町、大森町、川崎町、白旗、蘇我町、蘇我、

大巌寺町、川戸町、仁戸名町、花輪町、星久喜町、松ケ丘町、南町、宮崎、

宮崎町、若草

浜 野：☎

℻ 生実町、塩田町、新浜町、浜野町、南生実町、村田町

こてはし台：☎

℻
内山町、宇那谷町、柏井町、柏井４丁目、こてはし台、大日町、み春野、横戸町、

横戸台

花 見 川：☎

℻ 天戸町、柏井１丁目、作新台、長作町、長作台、花島町、花見川

さつきが丘：☎

℻ 犢橋町、さつきが丘、三角町、千種町、宮野木台２丁目～４丁目

にれの木台：☎

℻ 朝日ヶ丘１～３丁目・５丁目、西小中台、畑町、宮野木台１丁目

花 園：☎

℻ 朝日ヶ丘町、朝日ヶ丘４丁目、検見川町、浪花町、花園町、花園、南花園、瑞穂

幕 張：☎

℻ 武石町、幕張町、幕張本郷

山 王：☎

℻
宮野木出張所：☎

℻

柏台、小中台町、小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町、宮野木町

園 生：☎

℻ あやめ台、園生町

天 台：☎

℻ 作草部町、作草部、千草台、天台町、天台、萩台町

小 仲 台：☎

℻ 穴川町、穴川、小仲台、轟町、弥生町

稲 毛：☎

℻ 稲丘町、稲毛、稲毛台町、稲毛町、稲毛東、黒砂、黒砂台、緑町
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

４ 介護相談員派遣

介護相談員が、介護保険施設などの事業所を訪問し、利用者や家族の相談に応じます。

☎ ℻ 

５ 家族介護者支援センター

家族介護者（高齢者を在宅で介護している家族）が、日頃介護をしている中で困難に感じていることについ

て、ホームヘルパー等が分かりやすくアドバイスします。

電話などで気軽にご相談いただけるほか、自宅訪問やオンライン上で介護方法（排泄介助や食事介助など）

の実技を交えながら、直接アドバイスを受けることができます。

○相談日：月～金曜日 ～ 土曜日 ～

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階

☎ ℻ 

６ 生涯現役応援センター

高齢者の皆さんの生きがいの向上と社会を支える存在として活躍いただくことを目的として、就労やボラン

ティア等地域活動のための情報を集約し、情報提供・相談・紹介を行います。

○相談日：月～金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

○所在地：稲毛区穴川 稲毛区役所 階

☎ ℻
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第３３節節 障障害害者者のの相相談談

１ 障害者相談センター

障害者相談センターとは、障害者 満 歳以上の身体障害者・知的障害者 の更生援護の利便を図るための技

術的専門機関として、身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所の両機能を併せ持った施設です。

○所在地：中央区千葉寺町 千葉市ハーモニープラザ 棟 階

☎ ℻ 

○業務の内容

障害者に関する専門的知識及び技術を必要とする相談・指導及び医学的・心理学的・職能的判定業務を

行っています。

①補装具に関する相談・指導及び処方と適合判定

身体障害者の身体の一部の欠損、又は機能障害を補い、日常生活を容易にするために用いる補装具 義

手・義足・装具・車いす・補聴器他 の支給及び修理に際し、その処方・仮合せ及び適合判定を行ってい

ます。平成 年 月 日より難病患者（国が指定した疾患）も対象者となりました。

②自立支援医療（更生医療）給付の要否判定

身体障害者が、障害の軽減・進行の防止・機能回復のために行う治療 人工透析等 について、その給

付の要否の判定を行っています。

③身体障害者手帳の交付に係る障害程度の認定と手帳の作成事務

身体障害認定基準に基づき、障害程度の審査を行い、身体障害者手帳の作成を行っています。

④療育手帳交付に係る判定と手帳の作成事務

療育手帳の交付を希望する知的障害者に対し、その障害の程度を判定するとともに療育手帳の作成事

務を行っています。

⑤職親委託を希望する知的障害者に対する要否判定

生活・職業指導等を目的とする職親制度の利用を希望する知的障害者に対し、その要否判定を行っています。

２ こころの健康センター

市民の皆様の心の健康の保持増進や知識の普及、精神障害者の保健福祉の増進を図ることを目的に、各種の

事業を行っています。

○所在地：美浜区高浜

☎ ℻ 

○業務の内容

①企画・立案

専門的立場から精神保健福祉施策を推進します。

②技術援助・技術指導

地域で精神保健福祉活動を担っている保健所・保健福祉センターなどの関係機関に対し、専門的な立

場からの助言指導を行います。

③教育研修

保健所・保健福祉センター・社会復帰施設などの関係機関で精神保健福祉業務に従事する職員に対し、

専門的資質向上のための研修を行います。

④普及啓発

心の健康に関する知識の普及と精神障害についての正しい理解のため、講演会・講座 精神保健福祉

講演会・ボランティア講座など を開催します。

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

４ 介護相談員派遣

介護相談員が、介護保険施設などの事業所を訪問し、利用者や家族の相談に応じます。

☎ ℻ 

５ 家族介護者支援センター

家族介護者（高齢者を在宅で介護している家族）が、日頃介護をしている中で困難に感じていることについ

て、ホームヘルパー等が分かりやすくアドバイスします。

電話などで気軽にご相談いただけるほか、自宅訪問やオンライン上で介護方法（排泄介助や食事介助など）

の実技を交えながら、直接アドバイスを受けることができます。

○相談日：月～金曜日 ～ 土曜日 ～

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階

☎ ℻ 

６ 生涯現役応援センター

高齢者の皆さんの生きがいの向上と社会を支える存在として活躍いただくことを目的として、就労やボラン

ティア等地域活動のための情報を集約し、情報提供・相談・紹介を行います。

○相談日：月～金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

○所在地：稲毛区穴川 稲毛区役所 階

☎ ℻
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

⑤調査研究

精神保健福祉に関する資料の収集、統計及び調査を行います。

⑥精神保健福祉相談

思春期や高齢期、アルコール・薬物・ギャンブル依存に関する問題など、心の健康に関する相談を行

います。また、精神科医師等による来所相談（予約制）も行います。

⑦組織育成

ボランティア組織、家族の会、当事者の会、協力事業所の会、その他精神保健福祉に関する団体など

の活動を支援します。

⑧こころの電話（傾聴の電話です）

○受付時間： ～ 、 ： ～ ： 休館日を除く

○休館日：土・日曜日、祝日、年末年始

☎

３ 精神科救急情報センター

夜間・休日を含め精神疾患の急激な発症や精神症状の急変に対応するため、 時間の相談に応じます。

☎

４ 千葉市発達障害者支援センター

発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人、家族及び支援機関等からの発達障害に関する相談

（予約制）に応じます。

○所在地：美浜区高浜 （療育センター分館はまのわ 階）

☎ ℻

５ 障害者福祉センター

障害のある方に対し、生活や健康面での相談や専門スタッフによる機能訓練を行うとともに、創作活動やス

ポーツ活動などのレクリエーション事業を開催し、日常生活支援や社会参加の促進を行っています。

各種訓練室、多目的ホール、屋外スポーツ広場等が設置されています。

○利用時間：火～土曜日 ～ 日曜日 ～

○休館日：月曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）、祝日、年末年始

○対象者：市内在住・在勤の 歳以上の障害者、障害者団体及び福祉団体

○所在地：中央区千葉寺町 千葉市ハーモニープラザ 階

☎ ℻ 

６ 障害者基幹相談支援センター

障害のある方が住みなれた地域でその人らしく暮らしていくために、日常生活や社会参加などに関するさまざまな相談

に応じます。また、地域の方や関係機関と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくりに取り組みます。

窓口 所在地 電話

中央区障害者基幹相談支援センター 中央区市場町

花見川区障害者基幹相談支援センター 花見川区花園

稲毛区障害者基幹相談支援センター 稲毛区作草部

若葉区障害者基幹相談支援センター 若葉区大宮町

緑区障害者基幹相談支援センター 緑区おゆみ野

美浜区障害者基幹相談支援センター 美浜区高洲
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

７ 身体障害者相談員

身体障害者 児 やその家族の方に、身近な問題について、地域で相談・助言・指導をします。

［問い合わせ先 障害者自立支援課 ☎ ℻  ］

８ 知的障害者相談員

知的障害者 児 やその家族の方に、身近な問題について、地域で相談・助言・指導をします。

［問い合わせ先 障害者自立支援課 ☎ ℻  ］

９ 障害者等住宅改造相談事業

障害者又は高齢者が居住する住宅を改造しようとする時に、専門的知識を有する者による相談を実施します。

○相談日：原則として第 ・ 火曜日の ～ まで 応相談

［問い合わせ先 障害者福祉センター（ ）］

手話相談

聴覚障害者のために手話による専門の相談員を配置して、各種の相談に応じています。相談日は月曜日、水曜

日及び金曜日です。※令和 年 月 日現在、休止中。

問い合わせ先 中央保健福祉センター高齢障害支援課（ ）

精神保健福祉相談

専門医等による精神保健福祉相談を予約制で行っています。

種類 実施場所

精神保健福祉相談 各保健福祉センター健康課、こころの健康センター

専門相談

思春期相談

こころの健康センター
高齢者相談

アルコール・薬物依存相談

ギャンブル等依存相談

このほか、精神保健福祉相談員による相談を随時受け付けています。

問い合わせ先 各保健福祉センター健康課（ ）、こころの健康センター（ ）

千葉障害者就業支援キャリアセンター

障害者の就労を支援し、また、障害者を雇用する（雇用を考えている）事業主を支援するため、就職に関す

る相談、センターでの訓練、職場実習、就労時の職場定着支援など、就労におけるあらゆる場面でのサポート

を行います。

○所在地：美浜区新港

☎ ℻

千葉障害者職業センター

就職や職場復帰を目指す障害者や障害者の雇用をしている（または雇用を考えている）事業主に対して、就

職や雇用、職場定着等にかかる支援・サービスを提供しています。

○所在地：美浜区幸町

☎ ℻ 

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

⑤調査研究

精神保健福祉に関する資料の収集、統計及び調査を行います。

⑥精神保健福祉相談

思春期や高齢期、アルコール・薬物・ギャンブル依存に関する問題など、心の健康に関する相談を行

います。また、精神科医師等による来所相談（予約制）も行います。

⑦組織育成

ボランティア組織、家族の会、当事者の会、協力事業所の会、その他精神保健福祉に関する団体など

の活動を支援します。

⑧こころの電話（傾聴の電話です）

○受付時間： ～ 、 ： ～ ： 休館日を除く

○休館日：土・日曜日、祝日、年末年始

☎

３ 精神科救急情報センター

夜間・休日を含め精神疾患の急激な発症や精神症状の急変に対応するため、 時間の相談に応じます。

☎

４ 千葉市発達障害者支援センター

発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人、家族及び支援機関等からの発達障害に関する相談

（予約制）に応じます。

○所在地：美浜区高浜 （療育センター分館はまのわ 階）

☎ ℻

５ 障害者福祉センター

障害のある方に対し、生活や健康面での相談や専門スタッフによる機能訓練を行うとともに、創作活動やス

ポーツ活動などのレクリエーション事業を開催し、日常生活支援や社会参加の促進を行っています。

各種訓練室、多目的ホール、屋外スポーツ広場等が設置されています。

○利用時間：火～土曜日 ～ 日曜日 ～

○休館日：月曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）、祝日、年末年始

○対象者：市内在住・在勤の 歳以上の障害者、障害者団体及び福祉団体

○所在地：中央区千葉寺町 千葉市ハーモニープラザ 階

☎ ℻ 

６ 障害者基幹相談支援センター

障害のある方が住みなれた地域でその人らしく暮らしていくために、日常生活や社会参加などに関するさまざまな相談

に応じます。また、地域の方や関係機関と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくりに取り組みます。

窓口 所在地 電話

中央区障害者基幹相談支援センター 中央区市場町

花見川区障害者基幹相談支援センター 花見川区花園

稲毛区障害者基幹相談支援センター 稲毛区作草部

若葉区障害者基幹相談支援センター 若葉区大宮町

緑区障害者基幹相談支援センター 緑区おゆみ野

美浜区障害者基幹相談支援センター 美浜区高洲
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

障害者差別解消の相談窓口

障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつ

くることを目指しています。

障害を理由とする差別については、民間事業者や主務官庁の相談窓口のほか、下記相談窓口へご相談ください。

（下記相談窓口は、原則として市職員による差別に関する相談窓口です。）

☎ ℻ 

広域専門指導員による相談

障害を理由として不利益な取扱いを受けたり、障害特性に応じた合理的な配慮がなされない等、障害のある

方の暮らしの中の差別に関わる様々な問題について、広域専門指導員が相談に応じます。

☎ ℻

障害者人権１１０番事業

障害者とその家族の方や関係者の方々のために、電話または来所によるご相談をお受けしております。

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階

☎ ℻

千葉市障害者虐待防止センター

障害者虐待の早期発見・早期対応のため、障害者虐待防止センター（各保健福祉センター）を設置していま

す。障害者に対する虐待を発見した人は、迷わず下記のセンターまでご連絡ください（ 時間受付）。なお、

通報者・届出者の情報は守られます。

区名 所在地 電話・

中央区 中央区中央

花見川区 花見川区瑞穂

稲毛区 稲毛区穴川

若葉区 若葉区貝塚

緑区 緑区鎌取町

美浜区 美浜区真砂

千葉市難病相談支援センター

地域で生活する難病患者さんとそのご家族の日常生活上の悩みや不安への相談に応じ、必要な情報提供や支

援を行います。

○所在地：中央区仁戸名町 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター千葉東病院内

☎ ※面談は予約制

○相談日時：月～金曜日（祝日・年末年始を除く） ： ～ ： ： ～ ：

千葉県盲ろう者向け相談支援事業

視覚と聴覚の両方に障害を併せ持つ「盲ろう者」に関する相談支援を行います。

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階 千葉県盲ろう者支援センター

☎
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第４４節節 ここどどもも・・子子育育ててのの相相談談

１ 児童相談所

歳未満のお子さんの養護・虐待・障害・非行・育成などについて相談に応じます。

専門のスタッフ（児童福祉司、児童心理司、言語聴覚士、医師など）が、必要に応じて調査・診断・指導を

行います。また、定期的に児童相談所に来所する通所指導のほか、一時的に児童を保護したり、児童福祉施設

等への入所（措置）も行います。そのほか、里親相談にも応じています。

区 窓口 所在地 電話・

中央区
若葉区
緑区

東部児童相談所 美浜区高浜
☎
℻

花見川区
稲毛区
美浜区

西部児童相談所
美浜区高浜
はまのわ 階

☎
℻

※療育手帳判定等の業務は、お住まいの区に関わらず西部児童相談所が担当します。

（１）主な業務

ア 相談

①来所相談 児童相談員等が、各種相談 養護相談・虐待相談・心身障害相談・非行相談・育成相談等 を

受け付けます。

②電話相談 「子ども電話相談」を設け、専門の電話相談員が相談に応じています。

○相談日時 月～金曜日 ～ （ ～ 及び祝日・年末年始を除く）

☎

イ 調査・診断指導

受け付けた相談に対し、児童福祉司が家庭や関係機関等を訪問し、調査・指導を行います。

また、医師や児童心理司等が専門的診断を行うとともに、必要に応じて通所指導を行います。

ウ 施設入所等

保護者がいない児童や、環境上養護を要する児童、障害のある児童等を必要に応じ児童福祉施設等へ入所さ

せ、または里親等に委託しています。なお、世帯の課税状況により負担があります。

（２）一時保護

家庭の事情で養育できなくなった児童や迷子、虐待を受けた児童を保護します。また、行動観察、短期入所

指導等のため、一時的に児童を預かります。

２ 家庭児童相談室

家庭相談員が子どもと家庭のことについて相談に応じ、問題解決のお手伝いをしています。お子さんの学校生

活、性格、習慣、家族関係、知能・ことばの遅れ、家出や夜遊びで困っているなどのお悩みを伺います。

区名 相談日 受付時間 電話

中央区 月・火・木・金曜日

～

（祝日・年末年始を除く）

花見川区 月・水・木・金曜日

稲毛区 月・火・木・金曜日

若葉区 月・火・水・金曜日

緑区 月・水・木・金曜日

美浜区 月・火・水・金曜日

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

障害者差別解消の相談窓口

障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつ

くることを目指しています。

障害を理由とする差別については、民間事業者や主務官庁の相談窓口のほか、下記相談窓口へご相談ください。

（下記相談窓口は、原則として市職員による差別に関する相談窓口です。）

☎ ℻ 

広域専門指導員による相談

障害を理由として不利益な取扱いを受けたり、障害特性に応じた合理的な配慮がなされない等、障害のある

方の暮らしの中の差別に関わる様々な問題について、広域専門指導員が相談に応じます。

☎ ℻

障害者人権１１０番事業

障害者とその家族の方や関係者の方々のために、電話または来所によるご相談をお受けしております。

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階

☎ ℻

千葉市障害者虐待防止センター

障害者虐待の早期発見・早期対応のため、障害者虐待防止センター（各保健福祉センター）を設置していま

す。障害者に対する虐待を発見した人は、迷わず下記のセンターまでご連絡ください（ 時間受付）。なお、

通報者・届出者の情報は守られます。

区名 所在地 電話・

中央区 中央区中央

花見川区 花見川区瑞穂

稲毛区 稲毛区穴川

若葉区 若葉区貝塚

緑区 緑区鎌取町

美浜区 美浜区真砂

千葉市難病相談支援センター

地域で生活する難病患者さんとそのご家族の日常生活上の悩みや不安への相談に応じ、必要な情報提供や支

援を行います。

○所在地：中央区仁戸名町 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター千葉東病院内

☎ ※面談は予約制

○相談日時：月～金曜日（祝日・年末年始を除く） ： ～ ： ： ～ ：

千葉県盲ろう者向け相談支援事業

視覚と聴覚の両方に障害を併せ持つ「盲ろう者」に関する相談支援を行います。

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階 千葉県盲ろう者支援センター

☎

（１）主な業務

（２）一時保護

- 14 -



第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

３ こども家庭センター（児童福祉機能・母子保健機能）

区こども家庭課における児童福祉機能と区健康課における母子保健機能を統合し、すべての妊産婦や子育て家庭に

対し、一体的支援を強化するための仕組みとして、令和７年度からこども家庭センターを各区に設置しています。

（１）児童福祉機能【各区こども家庭課】

○主な業務内容

・子ども家庭支援全般に係る業務（実情の把握、情報の提供、相談等への対応等）

・要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への相談支援業務

・関係機関との連絡調整

・要保護児童対策地域協議会（実務者会議）の運営事務 等

区名 相談日 受付時間 電話

中央区

月～金曜日

（祝日・年末

年始を除く）

～

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

（２）母子保健機能（母子健康包括支援担当）【各区健康課】

妊娠・出産・子育てに関して、保健師や助産師の専門職が面接や電話等を通じ、相談に応じるほか、保健福

祉サービスの紹介を行います。

区名 相談日 受付時間 電話

中央区

月～金曜日

（祝日・年末

年始を除く）

～

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

４ 児童委員・主任児童委員

○児童委員

民生委員が兼務し、お住まいの地域で、児童･妊産婦・母子家庭などの福祉に関する悩みごとについて相談に応じ

ます。相談内容によっては、必要に応じて、児童相談所、保健福祉センター、保健所など専門機関に取り次ぎます。

○主任児童委員

学校や児童相談所などと連携して、いじめや児童虐待、育児など児童福祉に関する事項を専門的に担当し、

区域を担当する児童委員の活動に協力します。児童委員とともに、皆さんの相談役・支え役となります。

［問い合わせ先 各保健福祉センターこども家庭課（ ）］

５ 児童家庭支援センター

学校生活、しつけ、児童虐待、非行など児童に関する様々な問題についての相談に応じます。

○児童家庭支援センター子里 ☎ ℻ 

○子ども未来サポートセンターほうゆう ☎ ℻ 

○児童家庭支援センター・旭ヶ丘 ☎ ℻ 

○児童家庭支援センターふたば ☎ ℻ 

（１）児童福祉機能【各区こども家庭課】

（２）母子保健機能（母子健康包括支援担当）【各区健康課】
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

６ 子育てサポーター・家庭教育アドバイザー配置事業

公民館に子育てについて気軽に相談できる子育てサポーターを配置し、「子育てママのおしゃべりタイム」

を実施しています。また、家庭教育アドバイザー（公認心理師又は臨床心理士有資格者）が、より専門的な立

場から相談に応じるほか、子育てサポーターへの助言等も行います。

公民館事業の日程などは、「ちば市政だより」をご覧になるか、各区中核公民館へお問い合わせください。

区名 中核公民館 電話

中 央 松ケ丘公民館

花見川 幕張公民館

稲 毛 小中台公民館

若 葉 干城台公民館

緑 誉田公民館

美 浜 稲浜公民館

７ 子育て支援コンシェルジュ

保育をはじめとした子育て支援サービス全般の利用に関する相談・情報提供などを行う子育て支援コンシェ

ルジュを各保健福祉センターこども家庭課に配置し、相談業務等を行います。

問い合わせ先 各保健福祉センターこども家庭課（ ）

８ 地域保健推進員

地域保健推進員は、町内自治会長等の推薦を受け市長より委嘱された方で、２か月児を持つ家庭を全戸訪問

し、育児に関する情報提供を行うなど、地域での子育てを支援しています。

［問い合わせ先 各保健福祉センター健康課（ ）］

９ 青少年サポートセンター

青少年の健全育成や非行防止のため、学校や警察などと連携し、補導活動及び青少年のサポート事業、相談

事業、広報啓発活動に努めています。不登校・非行・家庭問題などの電話相談及び来所相談を受けています。

名称 電話

青少年サポートセンター中央 中央区 －

東分室 若葉区

西分室 美浜区、稲毛区及び花見川区の一部

南分室 緑区

北分室 花見川区、稲毛区の一部

子ども・若者総合相談センター

歳代までのニート、不登校、など、社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者とその家族の相談に応

じています。

○相談受付時間： ～ 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

○所在地：美浜区高浜 こころの健康センター内 ☎

○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込（ＨＰから電子申請へアクセス）

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

３ こども家庭センター（児童福祉機能・母子保健機能）

区こども家庭課における児童福祉機能と区健康課における母子保健機能を統合し、すべての妊産婦や子育て家庭に

対し、一体的支援を強化するための仕組みとして、令和７年度からこども家庭センターを各区に設置しています。

（１）児童福祉機能【各区こども家庭課】

○主な業務内容

・子ども家庭支援全般に係る業務（実情の把握、情報の提供、相談等への対応等）

・要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への相談支援業務

・関係機関との連絡調整

・要保護児童対策地域協議会（実務者会議）の運営事務 等

区名 相談日 受付時間 電話

中央区

月～金曜日

（祝日・年末

年始を除く）

～

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

（２）母子保健機能（母子健康包括支援担当）【各区健康課】

妊娠・出産・子育てに関して、保健師や助産師の専門職が面接や電話等を通じ、相談に応じるほか、保健福

祉サービスの紹介を行います。

区名 相談日 受付時間 電話

中央区

月～金曜日

（祝日・年末

年始を除く）

～

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

４ 児童委員・主任児童委員

○児童委員

民生委員が兼務し、お住まいの地域で、児童･妊産婦・母子家庭などの福祉に関する悩みごとについて相談に応じ

ます。相談内容によっては、必要に応じて、児童相談所、保健福祉センター、保健所など専門機関に取り次ぎます。

○主任児童委員

学校や児童相談所などと連携して、いじめや児童虐待、育児など児童福祉に関する事項を専門的に担当し、

区域を担当する児童委員の活動に協力します。児童委員とともに、皆さんの相談役・支え役となります。

［問い合わせ先 各保健福祉センターこども家庭課（ ）］

５ 児童家庭支援センター

学校生活、しつけ、児童虐待、非行など児童に関する様々な問題についての相談に応じます。

○児童家庭支援センター子里 ☎ ℻ 

○子ども未来サポートセンターほうゆう ☎ ℻ 

○児童家庭支援センター・旭ヶ丘 ☎ ℻ 

○児童家庭支援センターふたば ☎ ℻ 
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

千葉市養護教育センター

学習の遅れ、落ち着きがない、就学や進路等に関することで悩みをお持ちの方に教育相談を行います。

来所相談・電話相談・医療相談・土曜教育相談

○所在地：美浜区高浜

☎ ℻

療育相談所

発達に心配のあるお子さんとそのご家族等の相談に応じています。

また、お子さんの検査・評価・診断を行い、障害の早期発見と発達支援を実施している医療機関です。

○電話受付時間： ～

○所在地：美浜区高浜 ※令和 年 月頃まで中央区末広 に仮移転しています。

☎ ℻ 

障害児等療育支援事業

在宅の障害児等が、身近な地域で療育指導等が受けられるよう、支援事業者が、訪問又は外来による療育相

談を行います。

また、障害児保育を行う保育所等の職員に対し、療育に関する技術の指導を行います。

［問い合わせ先 各保健福祉センター高齢障害支援課（ ）、障害福祉サービス課 ］

乳幼児相談（育児相談）

乳幼児が心身ともに健やかに育つよう、保健師、管理栄養士、歯科衛生士による相談を実施しています。

［問い合わせ先 各保健福祉センター健康課（ ）］

千葉市こども発達相談室

就学前児の発達について気軽に相談できる窓口です。

心理士、保育士、保健師などの専門スタッフが子どもの様子を観察し、保護者からの話を聞きながら、複数

回の面接を通じて継続的に支援をします。

○相談方法： からの事前予約による来所相談

○所在地：中央区問屋町 千葉ポートサイドタワー 階

○相談時間：月～金曜日 ～

☎

こども発達相談室

千葉市こどもの権利救済相談室（ちばふらっと）

いじめや虐待など、こどもたちの身のまわりのさまざまな問題について、こどもの権利救済委員が相談に応

じます。

○相談方法：電話、メール、来所（要事前予約）

○所在地：中央区新千葉 大宗第２ビル 階 号室

○開設時間：月・水・金曜日 ～ 土曜日 ～

（祝日・年末年始を除く、月曜日が祝日の場合は火曜日に開設）

☎ （こども本人が相談する場合） ☎ （こども専用以外）


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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第５５節節 ひひととりり親親家家庭庭、、寡寡婦婦おおよよびび女女性性のの相相談談

１ 母子・父子自立支援員

母子家庭、父子家庭や寡婦の方を対象に、お子さんや家庭、福祉資金の貸付けのことなどについて相談に応

じ、自立へのお手伝いをします。

窓口 相談日 受付時間 電話

中央保健福祉センターこども家庭課 月・火・水・金曜日

～

（祝日・年末年始

を除く）

花見川保健福祉センターこども家庭課 月・火・水・金曜日

稲毛保健福祉センターこども家庭課 月・水・木・金曜日

若葉保健福祉センターこども家庭課 月・水・木・金曜日

緑保健福祉センターこども家庭課 月・火・木・金曜日

美浜保健福祉センターこども家庭課 月・火・木・金曜日

２ 母子家庭等就業・自立支援センター

ひとり親家庭の母及び父の就業と自立を支援するため、専門の相談員が就労相談に応じるほか、児童扶養手

当受給者等に対して、ハローワークと連携した就業支援を行っています。

また、就業に役立つ講座の受講や資格取得のための給付金についての相談も受け付けています。

［問い合わせ先 各保健福祉センター母子・父子自立支援員（ ）］

３ ひとり親家庭土日・夜間相談電話

平日や昼間に育児や生活一般に関することなどを相談する時間がない方のために、相談員が電話でお話をう

かがいます。

○相談日時：土日、祝日 ～ 月～金曜日 ～

☎

４ 千葉市配偶者暴力相談支援センター

配偶者などからの暴力に悩んでいる方からの相談に応じています。

○相談時間：月～金曜日（祝日・年末年始を除く） ～

☎

５ 女性相談支援員

女性の抱えるさまざまな悩みや問題について、広く相談に応じています。

窓口 相談日 受付時間 電話

中央保健福祉センターこども家庭課

月～金曜日
～

（祝日・年末年始を除く）

花見川保健福祉センターこども家庭課

稲毛保健福祉センターこども家庭課

若葉保健福祉センターこども家庭課

緑保健福祉センターこども家庭課

美浜保健福祉センターこども家庭課

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

千葉市養護教育センター

学習の遅れ、落ち着きがない、就学や進路等に関することで悩みをお持ちの方に教育相談を行います。

来所相談・電話相談・医療相談・土曜教育相談

○所在地：美浜区高浜

☎ ℻

療育相談所

発達に心配のあるお子さんとそのご家族等の相談に応じています。

また、お子さんの検査・評価・診断を行い、障害の早期発見と発達支援を実施している医療機関です。

○電話受付時間： ～

○所在地：美浜区高浜 ※令和 年 月頃まで中央区末広 に仮移転しています。

☎ ℻ 

障害児等療育支援事業

在宅の障害児等が、身近な地域で療育指導等が受けられるよう、支援事業者が、訪問又は外来による療育相

談を行います。

また、障害児保育を行う保育所等の職員に対し、療育に関する技術の指導を行います。

［問い合わせ先 各保健福祉センター高齢障害支援課（ ）、障害福祉サービス課 ］

乳幼児相談（育児相談）

乳幼児が心身ともに健やかに育つよう、保健師、管理栄養士、歯科衛生士による相談を実施しています。

［問い合わせ先 各保健福祉センター健康課（ ）］

千葉市こども発達相談室

就学前児の発達について気軽に相談できる窓口です。

心理士、保育士、保健師などの専門スタッフが子どもの様子を観察し、保護者からの話を聞きながら、複数

回の面接を通じて継続的に支援をします。

○相談方法： からの事前予約による来所相談

○所在地：中央区問屋町 千葉ポートサイドタワー 階

○相談時間：月～金曜日 ～

☎

こども発達相談室

千葉市こどもの権利救済相談室（ちばふらっと）

いじめや虐待など、こどもたちの身のまわりのさまざまな問題について、こどもの権利救済委員が相談に応

じます。

○相談方法：電話、メール、来所（要事前予約）

○所在地：中央区新千葉 大宗第２ビル 階 号室

○開設時間：月・水・金曜日 ～ 土曜日 ～

（祝日・年末年始を除く、月曜日が祝日の場合は火曜日に開設）

☎ （こども本人が相談する場合） ☎ （こども専用以外）


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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

６ ハーモニー相談 女性のための相談

女性からの相談を受け付けています。家族、職場、健康、将来、人間関係など、様々な悩みや問題について、

女性相談員が応じます。

○利用時間：火・水・木・金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

土・日曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

☎
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第６６節節 権権利利擁擁護護関関係係のの相相談談

１ 人権擁護委員による相談

差別待遇、名誉毀損、いやがらせ、いじめなど人権上の悩みごとについて、人権擁護委員が相談に応じます。

（１）常設人権相談

○受付時間：月～金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

○相談方法：面接、電話、インターネットまたは

○面接場所：千葉地方法務局 階

○受付方法：面接の場合 千葉地方法務局人権擁護課 ☎

電話の場合 ☎ 全国共通

インターネットの場合は下記 か二次元コードよりアクセス

（２）特設人権相談

○受付時間：毎週火曜日 ～

○相談方法：面接

○面接場所：市役所本庁舎１階市民相談室４

○受付方法：当日直接会場へ

☎ （千葉地方法務局）

２ 日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護事業）

判断能力が十分ではない方が地域において自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サー

ビスの利用援助や日常的な金銭管理のお手伝いを行います。

○対象：知的障害者、精神障害者、認知症高齢者など

○相談窓口：千葉市成年後見支援センター（千葉市社会福祉協議会）

○受付時間：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

○所在地：中央区千葉寺町 千葉市ハーモニープラザ 棟 階

☎ ℻ 

３ 成年後見制度

成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など精神上の障害によって判断能力が十分でない方を

保護し、支援するため、家庭裁判所に適切な保護者（成年後見人、保佐人、補助人）を選んでもらい、安心して生活

ができるようにすることを目的とした制度です。

家庭裁判所に法定後見の開始の審判を申し立てることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族の方です。な

お、身寄りのない方については、市町村長も申し立てることができます。

また、本市では、申立てを行った方のうち、生活保護を受けている方など低所得者については、裁判所への申立て

費用や保護者への報酬を助成します。

○対象者 精神上の障害（認知症・知的障害・精神障害など）により、判断能力が十分でない方

○問い合わせ先

・高齢者の方 千葉市あんしんケアセンター（ ）

・障害のある方 千葉市障害者基幹相談支援センター（ ）

・千葉家庭裁判所 ☎ （後見係）

・身寄りのない認知症高齢者の方 各保健福祉センター高齢障害支援課（ ）

・身寄りのない知的障害者、精神障害者の方

障害者自立支援課 ☎ ℻ 

・親族申立ての支援 千葉市成年後見支援センター（ ）

友だち
追加はこち
らから

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

６ ハーモニー相談 女性のための相談

女性からの相談を受け付けています。家族、職場、健康、将来、人間関係など、様々な悩みや問題について、

女性相談員が応じます。

○利用時間：火・水・木・金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

土・日曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

☎
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

４ 千葉市成年後見支援センター

成年後見制度に関する様々な相談に応じています。

専門家による法律相談も行っています。 法律相談は要予約

○受付時間：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

○所在地：中央区千葉寺町 千葉市ハーモニープラザ 棟 階

☎ ℻ 

５ 法テラス千葉

成年後見制度をはじめ、法的な相談に応じ、総合的に支援する公的機関です。

○受付時間：月～金曜日 ～ （土日・祝日・年末年始を除く）

○所在地：中央区中央 きぼーる 階

☎ （ 電話を使用されている方 ）

６ 未成年後見制度

未成年後見制度とは、未成年の親権を行う者が、死亡、行方不明等でいなくなったときに裁判所が後見人を

選任し、後見人が未成年者の身上監護や財産管理を行うことで、未成年者を保護する制度です。

［問い合わせ先 各児童相談所（ ）］

７ 千葉県社会福祉士会（権利擁護センターぱあとなあ千葉）

成年後見制度の利用をはじめとした権利擁護に関する質問、問い合わせ等に応えています。週２回、無料で、

電話・来訪相談を行っています。

○相談日時：火・木曜日 ～

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階

☎ ℻

８ 千葉司法書士会（公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部）

判断能力が減衰した方に対し、家庭裁判所の選任により、センター登録の司法書士が、後見人等として直接支援します。

○所在地：美浜区幸町 千葉司法書士会館内

☎

９ 千葉県弁護士会（高齢者・障がい者支援センター）

高齢者、障がい者、その支援者を対象に、成年後見制度、権利擁護など法律問題全般に関する法律相談を行

っています。

○相談日時：月曜日 ～ ／ 水曜日 ～ （年末年始除く・相談時間は 分程度）

○所在地：中央区中央 千葉県弁護士会館内

☎

千葉県行政書士会（公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター）

成年後見制度の相談等を行っています。

○所在地：中央区中央 教育会館 階

☎
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第７７節節 就就労労にに関関すするる相相談談

１ 千葉市自立・就労サポートセンター

国 千葉労働局 と協働で、生活保護・児童扶養手当・住居確保給付金を受けている方、生活保護申請・相談

中の方などを対象に、求人情報の提供、職業紹介及び就職までのサポートを行っています。

○千葉市自立・就労サポートセンター中央

所在地：中央区中央 きぼーる 階

☎ ℻
○千葉市自立・就労サポートセンター花見川

所在地：花見川区瑞穂 花見川保健福祉センター 階

☎・℻
○千葉市自立・就労サポートセンター稲毛

所在地：稲毛区穴川 稲毛区役所 階 「千葉市ふるさとハローワークいなげ」併設

☎ （ なし）

○千葉市自立・就労サポートセンター若葉

所在地：若葉区貝塚 若葉保健福祉センター 階

☎ ℻
○相談日時 共通 ：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

２ ハローワーク

雇用に関する相談・支援及び職業の相談・紹介及び雇用保険の支給等様々な雇用サービスを取り扱っています。

○ハローワーク千葉

所在地：美浜区幸町

☎ ℻
○ハローワークちば駅前プラザ

所在地：中央区新町 日本生命千葉駅前ビル 階

・ハローワークプラザちば（わかもの支援窓口）

求人情報を検索したい方・求人に応募される方の職業紹介を行っています。

☎

・マザーズハローワークちば

子育てしながら仕事と家庭を両立したい方、介護のために離職し仕事と家庭を両立したい方の支援を

行っています。

☎

・千葉新卒応援ハローワーク

学生（中学・高校、大学等）および学校卒業後おおむね 年以内の方の支援を行っています。

☎

○ハローワーク千葉南

所在地：中央区南町 海気館蘇我駅前ビル 階・ 階

☎ ℻

第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

４ 千葉市成年後見支援センター

成年後見制度に関する様々な相談に応じています。

専門家による法律相談も行っています。 法律相談は要予約

○受付時間：月～金曜日 ～ 祝日・年末年始を除く

○所在地：中央区千葉寺町 千葉市ハーモニープラザ 棟 階

☎ ℻ 

５ 法テラス千葉

成年後見制度をはじめ、法的な相談に応じ、総合的に支援する公的機関です。

○受付時間：月～金曜日 ～ （土日・祝日・年末年始を除く）

○所在地：中央区中央 きぼーる 階

☎ （ 電話を使用されている方 ）

６ 未成年後見制度

未成年後見制度とは、未成年の親権を行う者が、死亡、行方不明等でいなくなったときに裁判所が後見人を

選任し、後見人が未成年者の身上監護や財産管理を行うことで、未成年者を保護する制度です。

［問い合わせ先 各児童相談所（ ）］

７ 千葉県社会福祉士会（権利擁護センターぱあとなあ千葉）

成年後見制度の利用をはじめとした権利擁護に関する質問、問い合わせ等に応えています。週２回、無料で、

電話・来訪相談を行っています。

○相談日時：火・木曜日 ～

○所在地：中央区千葉港 千葉県社会福祉センター 階

☎ ℻

８ 千葉司法書士会（公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部）

判断能力が減衰した方に対し、家庭裁判所の選任により、センター登録の司法書士が、後見人等として直接支援します。

○所在地：美浜区幸町 千葉司法書士会館内

☎

９ 千葉県弁護士会（高齢者・障がい者支援センター）

高齢者、障がい者、その支援者を対象に、成年後見制度、権利擁護など法律問題全般に関する法律相談を行

っています。

○相談日時：月曜日 ～ ／ 水曜日 ～ （年末年始除く・相談時間は 分程度）

○所在地：中央区中央 千葉県弁護士会館内

☎

千葉県行政書士会（公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター）

成年後見制度の相談等を行っています。

○所在地：中央区中央 教育会館 階

☎
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第第 章章 各各種種相相談談窓窓口口

第第８８節節 そそのの他他のの相相談談

１ 食育推進員

食育推進員は、千葉市が主催する養成講座を修了後、市長の委嘱を受けて、地域で食生活改善のための料理

講習会等、食育活動をしています。

また、活動依頼について相談することができます。

［問い合わせ先 各保健福祉センター健康課（ ）］

２ 男性電話相談

家族、職場、生き方、人間関係、心や体などの様々な悩みや問題について、男性相談員が応じます。

○利用時間：金曜日 ～ （祝日・年末年始を除く）

☎ （電話のみ）

３ 専門相談

日常生活において 当事者やその周囲の方 家族・友人・教職員・職場関係の方など が抱える悩みなどを、

電話やＬＩＮＥで相談することができます。

○利用時間：市ホームページをご確認ください

○受付方法：電話の場合 ☎

の場合 二次元コードを読み取り「友だち追加」
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